
様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之）

／

汁

へ

、

華理番号

経費項目 願蔀電･研修費･脚聴広報費･要諦挿轆鱸･会議費･資料f鰄詩･資1糠入費･事務費･弱嬬漬･人嶬

内 容 県庁にて調査5日早朝登庁のため泊(押駒謝修fｿｯ'､ｲ噂）

年月 日 令和5年7'月4日～令和5年7月5日 金 額 /6，7〃舟

目的

骸当項目に丸帥 部局琴と雄グ地樗震動縦認慧…“函資料の整理
使途

該当項目に丸剤 交通費妙圏
／

政務活動。

県政との

関連性

咳当項目に丸帥

（霧
地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

6日は東京出張のため柿汐噴迄彫卑掛'"縄恥’

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

／ろ‘クク〃 円

案分2 m(b)

／

100％

＝q刀1H…具へLu…､巳ｸ、ロノ

/‘,7クク 円



職お勘定書

STKTEMENT
HOTEL

ASSOCIA
SHIZUOKA

お部屋番号

RoomNo. PagelOfl1201

人数

Person(s)

お名前
Name

ｒ
Ｓ

Ｍ
Ｍ 様 1田内浩之

。ポイント

mintAPPlied:

累積ポイント
ACCumula唾。恥int

AA会員番号

AAMembershipNo.

ご出発

DeParture 2023/07/05CA
ご到着

Arrival 2023/07/04

ご娠今

Rehmd

ご請求金額
ntalRnlqnceDue 16,700 0

ﾄ記寂令今額碩に受け取りました。会社名

住所
AddxeR侭

ご署名

SignatUre

ありがとうございました｡またのご利用をお待ち申し上げております。

ThankyoufbryOurpatronage・Welookfbrwardtoservingyouagainsoon.

部署名
DMsion 恐縮でございますがサービス料としてお勘定の10%及び規定の税金を加算きせて頂きます。

伝票等につきましては､すでにお渡し済みでございますので再発行いたしかねます。

WUrbill indUdeSa10%5ewicechargeandaPPlicablEEar5.ASindividUalreCeipmb…bEenhanded

perSOnallytOd,eCUStOmer(S),nOCOpIeSaTeattaChedtOyOUrbi11,
お名前
Name

BiUlssued 406615COM:351"01
2023ﾉ07ﾉ"20310:00103720RYaOgs9pdb

ご署名

Signature

栢収雲 吊一L全生- " No． 406615領収書 様田内浩之
RECEIPT

金額 ￥16,700-

但し

2023年07月04日上記正に領収致しました。

ホテルアソシア静岡

4zO-0851静岡市葵区黒金町56

56Kuroganecho.Aoi-ku.ShizuokaCity.Shizuoka4ZO-0851.Japan.Tblephone: (054)254.4141

お部屋番号
RoomNo.

摘要
Description

料金
Charge

お支払
Credif負

1201

１
１
１

０
０
０

２
２
２

１
１
１

ポイントご利用分

御宿泊料

駐車場

クレジットカード連動売上

-200

15,600

1,300

16,700

(10％対畠

16,700

16,700 ）

16,700



様式第1－1号
7－2謹呈番号

書支出証拠

ｲ全派皇．義昌氏牟b鼻1､,のくに県民クラブ・田内浩之）
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(ETCク ﾚｼﾞｯﾄ）

収扱番号

‘40307-102332-200633

※通行料金は消費税率10%対参
※本利用証明書はETC利用照会
ヌ諦宮1毒女打.弗払ので十

寵
収扱番号

&40307-1023(

※通行料金は消製
※本利用証明書に

髄 1

J

’

経費項目 緬頚.研修費･広聴広轤･霊輔欝悶債･会議饗･資料鰄費･資粥職入費･事務費･弱翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月日 令和5年7月10日 金額 5,160円

目的

骸当項目に丸帥 部局蜂秒ﾝグ地鐸”会'魎識合せ政瀞舌動資料の雲
使途

骸当項目に丸則 録霞 ･宿泊費・駐車料

／

政務活動.

県政との

関連性

１
１

骸当項目に丸剤

参
…･麦.具云言寺具lpJv･"'ハーいノ、 l詞似I,SRI〃HJ､'･諄寸罰オ豆 一一二､八J里"『卜、4－Fｰ声一′ ー轡

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。
確認した事業の内容や進捗状況を元に､議会・委員会等の質問に反映する。
議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

、 全娠内ﾏ恒柿誇竺に閨する棉討券行い、意見の調整・集約を行う。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金淘 (a)

5- '60 円

朱”辛いノ

／

100％

甥河口翠星冬閂醍、“’、ロダ

『ｰﾉ” 円



様式第 1●－4号
I

整理番号 ｜ クー、ゾ

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之月分】 2/ﾉﾉ ）【 7

く領収書貼付枠〉旧11-ﾇｰ爺〃

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総君丁距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×走行協難(m)

※領収書による充当方式

･積上げ猛 ：領収書金額（円）×君丁距離(Im)/総走行E醜佳（上記C) (km)

走行I蹴(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× 1てm/ km

く支払証明>上記のとおり支払った(充当した)ことを証明しますb 議員氏名 田内浩之

案分の理由政務活動と私

用で案分

領収常 F金額(a)

／萬矛"2円

案分率(b)

／

50％

政務活動費支:出額(a×b)

’”/‘ 円
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〆
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艦N!E◎底 E『目謹C篭
納品書剛署） 納品脅側舌）

※※※※スタッフ確認詞頁※※※※

キャップ確認口カード確認□
カギ返却口油種確認□
※※※※※※※※※※※ 蒸※※※

2023年07月r l8:49

※※※※スタ､ _ﾉ確認事1頁※※※※
キャップ確認口カード確認□
カギ返却| 」 油種確認□
※※※※※※※※※※※※※※※※

2023年07月11日11:30
売上

冠
画
勵
緋

車両番号 実車番
0216-00

轄由 P1 1 .

数畠 58. OOL *

単価 147円 ￥8,526
(内軽油本体 I I4.90円 ¥6,665)
(内軽油税 32. 10円 ￥1,861）
■■■申■■■ 巳■■■■■■■■■■■■■■■■■■■輯■■ ■ ■

＝三十 ￥BヮSze
(消農i税10％対愚 ￥6,665

内消簡税等 ￥606）
クレジット支払

A"00000031010

VISACR印IT

有効則限:XX/X)<NC ICS

支払方法： -一括払い
承認番号： ()067669

車両番号 実車番
0216-00

軽油 P11
数量 42． 70L *

単価 147円 ￥6,276
(内軽油本体114.90円 ￥4,906）
(内軽油税 32. 10円 ¥1,370）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■巳●■■■■■■ ■■■■■■

＝言十 ¥eワヱ76
(消費税10％対隷 ￥4,906
内消関税等 ￥446）
ノフレジツト支払
AUOOOO90031010

VISACREDIT

有効期限:XX/XXNC ICS
支払方法：一括払い
承認番号： 〔)041624

I

ENEOSウイ．ング東海支店
三ケ日インター給油所
静岡県浜松市北区
三ケ日町都筑字北$E1300-

Ta:053-526-25416 SS-480434
ﾚｼｰﾄNo3855－O4
ﾃ，瞳-9No2670. ･2673

ENEOSウイング東海支店
三ケ日インター給油所
静岡県浜松市北区
三ケ日町都筑宇|曲面1300-
TEL:053-526-2546 SS-480434
ﾚｼｰﾄNo5938-04

テ,､-9No9737-9740
クlﾉ通番17-50777

■■■■|■ 2023/07/11
2023/07/04



様式第1－1号

－7~ニーア可

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之）孵

I占付枠＞

、 ’

2分

取扱番号

129307-

※通行料堂
※本利用局
五毛F、皇

86l80-028421

ま消喪税率10％対自
阿書はETC利用照釜
起泊聖か＃､の毛÷

I’

函 理番号

目的
蛙､''零Eョ1 ． 9．匡、 部霞業包とグ地禿崇鞄会澗睦ｼ菅菅“活動資料の霊ゞ
使途

憾当項目に丸帥 進鐸栂翻
〆

一J 男

左洋雷椚．
堅｡力1口割

県政との

関連性

絃当項目に丸印）

章
地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く領M

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

Jシ、ｰ言一雷､､ｰ〃

／j,j"円

案分率(b)

／

100%

ｰ②幻1 出…呉へ閂…、u"､ピノ

/jフノ" 円



請求領収書 RECEIPT

125055

冊ﾎﾃﾙグﾗﾝﾋﾙズ静岡
HOTEL 〒422－8575

CRANDHlLLF 静岡県静岡市駿河区南町18-1
期2画竃へ

TEL（054〕 284－01 1 1

FAX〔054〕 289－5300

お名前 田内浩之
GU閏TNAME 様

ﾄ

I

I

前受金
DEPOSIT

ご署名
S1GNATURE

ご請求額
AMOUN,rDuE

ご返金額
REFUND

収入
印紙 ありがとうございました｡またのご利用をお待ち申し上げます｡賊に勝手ながら

上記金額には消固税等が含まれております.また伝票につきましては､すでにお
渡し済みでございますので再発行はいたしかねます｡

わ首泊崖1町万

ROOMNO DATE

ご出発日 人数(盲泊）
PERSONIS〕

人数(ヂｨｭｰｽ）
PERSON(5）

担当者
1N.CHARGE

Z4Zu 昌U遇J／U〃』己 4U乙J／Uイノ上り I U可 fトコ皿

日付
DATE

項目 料金
CPIARGE

お支払い
CREDITS

残商
BALANCE

凸U色⑨ノリI／』。 竹
請
煩
一
幅
一

E車場

泊小計一

－－－－－小計一一

-－－総計金額一一

力消費税）

－総入金額一

一一差引舗求額一

（

Ｕ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｕ
Ｏ
２
２
２

凸
２
Ｌ
Ｌ
３

人
１
人

１

1,199

13,200

綴纐
ざ｜ｸﾚジｯ

L

PAIl
CREDi｣

歩地"‐

0

) BY
F CARD

－・ ‘,=ず鍔a.

12,000

０
０
０
０

０
０
０
０

２
２
２
２

３
３
３
３

１
１

１
１

蚤
ｌ
ノ



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

堅@力1口割一

県政との ’
堅4力1口翠H可Uノ禾瞬－1画

関連性
Tエョヱ呈翼

･本こう 月

イ報“ 暮疎＝=■■■■－－1＝＝＝

目的
1qヵ1口割71コ…ノンI 己口口lu

使途
7月分電話代

く領収書貼付枠＞

別紙あり
様

名
之
氏
浩

先求
内

請
田

》
」

１
Ｍ
ま
た
は
ゆ
う
ち
よ
眼
行
“
郵
匡

局
で
お
支
払
い
の
堀
合
は
、
左
側
２
枚
を

の
出
し
く
だ
さ
い
。
上
記
以
外
で
お
寺

貼付欄印紙収入

蹟
の
堀
金
は
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い

案分の理由

政務活動と後援会

活動で按分

，領収書金額(a)
0

8,467 円

案分率(b)

／

‘0％

政務活動費支出額(a×b)

努坐沿円



■； 請求毒:(西日本ご利用分）
① L』｡P ■■q ■ マ ▲ b q b日 ㎡ ■q ﾛ ﾚ ﾛ ﾜ ■ ヨ ー

431－0431

湖西市鷲津5267
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三三n｣ Webで”問い合わせ先
一

一寸

薑灘

｣

⑨ⅣTTﾌｱｲﾅﾆﾉｽ 鴎
NTTファイナンス株式会社

〒1DB-OO75東京都潅反港南1-2-70
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■
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一
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一
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発行年月日

発行会社

2023年7月17日発行

差出:NTTフアイナンス(株）

東京都港区港南1－2-70 、

0800－333555．0 （無料）

名古屋市束区東桜1-14－1 1

DPスクェア東桜10F

M20021211001 12499 12428 00E

61000000 1 0 23070301E

田内 浩之様
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日頃、 NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
下記の料金を請求させていただきますので､内容を十分ご確認のう元お支払い期限までに裏面記載の場所でお支払いをお願いします。 （ 1／ 3ページ）
お客様ご請求番号

(BILLINGNUMBER)

お 客 様番 号
(CUSTOMERNUMBER)

請 求

(MONTH

2023年

年 月

OF ISSUE)

7月ご請求分

ご請求金額

(TOTALAMOUNT)
お支払期限．

(DuEDATE) ;

i2023年. 7月31日 （月）"8， 4．67円

: .,￥了, ゞ窯:捧雲謀: :: ,穀:罫.湾;: 『ゞ ;. ､‘: .雪:室:… 1 ， ！報毒＊お“計掌蕊知欺.燕鐸迩;ら？ﾙ舞巽;:閾‘ぜ:,蕊遥蕊::: 冨斌‘職”:膳:愛撫､輪，悪1篭:誉; 《”;: ' 《 "熱: ､鞭郵自員猟
【NTTファイナンスからのお知らせ】 一一一一一一一一一一一一一呈一二・－二と.一‘二÷二二=二一二一二二三、二二.ニーニニニ菖三
*** NTTグループ各社ご請求金額
NTT西日本分ご請求額

NTTファイナンス分ご請求額

（合計）

＊＊＊

7， 257円

1 , 210円

8， 467円詳細については、 「ご請求内訳」をご覧ください。

*** NTTファイナンスからのお知らせ＊＊＊

奇数月のご請求額が5, 000円未満の場合は、翌月分の偶数月に2ケ月まとめてご請求しております。
※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西日本からのお知らせ＊＊＊

フレッツ光の割引サービス（光もっともっと割、Web光もっともっと割、ど－んと割、ど－んと学割、光はじめ割）は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中（自動延伸後を含む）に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト [ht tp ://f l ets-w. com/war i/]でご確認ください。
*NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファイナンスへ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取り､当社指定のｺﾝﾆｴﾝｽｽﾄｱ､金融機関､ ゆうちよ銀行･郵便局､ ドｺﾓｼｮｯプへ払い込みをお願いいたします。
CutofftheSlipbelowanduSeiIwhenpayinglheChargesatoneofourdesignated[ohveniente､breS,511nafit旧l institution, apoEtofficejado[omoshop,

＝
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請求年月 2023年7月ご請求分お客様ご請求番号
MONTHOF ISSUE

BILLINGNUMBER
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瓜かり睡話対応椴器便片
= ず

璽数チャネル使用料
: ■ = . gq , ■ , ■ L

自加番号使用料;･･F･･:§､虜.禽雪
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弩亘襄示の料金合計×10ﾘt
当脅税等相当額..(名

E
lT』且uVH△轡ムュッ曹全 ÷＝■ーー ロ

内訳項目金額（円） 内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
nFTAl lくoF rHARGE BREAKDOWN

･本内訳は､各ｻｰｽ提供率業者が1
､発行したものです｡ '1
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、
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659；

ユニバーサルサービス料他には､ 2023年4月利用料分から2024年1月利用科汀ま~ビ､ ‐L－ハーッル

サービス料に加え､電話ﾘﾚｰサービス料として1番号あたり1 . 1円(税込)が含まれています｡
電話リレーｻｰピｽ料については一般社団法人電気通信事業者協会のﾎｰﾑぺｰジをご確認下さい｡
ht tps ://www. tca. or. jp/te l ephonere l ay_serv l ce_sup
－－壷合 ノー毎／

**･＊ユニバ宗サルサービス料について***

幸ﾝ窪ザ”､誉ビス料は.:¥あまねく日本全国においてﾕﾆバｰ
ｻ)餅垂蒸(誠i,東茜瑚i籟語割雄供誰保するため
にご負担いただX料金蕊｡恋抵皇:箒般社団簿人電罰翼唱班革者
礎全諏と.､1蕊喜お激】の曹蹴(蕃喜単価あ愁衷さｵ淀います。
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お客様ご請求番号
BILLlNGNUMBER

請求年月
MONTHOF ISSUE

2023年7月ご請求分

ご請求内訳 ■■■■■■■■■(お客様番号
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内訳項目金額（円）
(M嘔肌臥Km州Ⅳ餌酪ORYWEN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

壱
百

二
三
曲
風 求 内 訳 等 詳 細

DETAILS OF CHARGE BREAKDOWN ｢本内駅は､各ｻｰビｽ提供事叢書が〕[発行したものです。

◇NTT西日本分（小計）

7‘，257

6◇NTTﾌｧｲﾅﾝｽご利用』

1，210

◇合計

8，467

i 1

『4
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<NTTﾌｧｲﾅﾝｽからのお知らせ>

O上記本印はｻｰｽ提供者に代わって、
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様式第1－1号

－ｱﾗ~Z､
L

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）

窄潤壱方

経費項目 調劃職讃･研修費･広聴醗費･蠕熊郛鱸･会議費資臘鰄費･誹臓入費鰯･翰緬費･人件費

内 容 自動車リース料（ 7月分）

年月 日 令和5年7月 21 日 金額 ,ユ33円

目的
堅4方1口型J江1」ノノー座」Uノロ到旱ソーグヘ

使途
自動車リース料

政務活動．

県政との

関連性

＜､1ﾘ貝JIX青貝白1丁併昌少

別紙あり

91-久攪か瀬 ､

かり

(ｸ, 6"PI)

、

位塗2鐘:幽錘諺し診'' '喉/聯毛織
（′,'‘1,'円令 2g=2燐皇周一④）

の－②＝〃‘133円流緬号 ("|･含冗奴擁淨勃で､ｨ調）

ﾀｫ,1，3〆一ど丞竺1愛塗璽鐘鍵1-='j,"3fW
jｸｵﾉl''''t(錨笈り7距鯛

簿了錦働ゴ r年7月整理番号クーノテ参照

D5-7-21 リース料 97,680ｴﾝ”ﾘｰｽ(力

案分の理由

芳得R肩離により按分する

領収書金額(a)

ダji之珊
､

円

案分率(b)

／

100％

一切／JDH＝塁へｰ…､哩ｳ ､ｰﾉ

'すr1<ｼ8 円



付属品・特別仕様（エアコン標準）の中で除外は下記のとおり

ファインビューLクラス

HDMIケーブル

HDMI端子

保証がつくしプラン

円
円
円
円

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

Ｏ
１
０
０

２
５
５
ｐ

Ｏ
２
６
８

９
１

●

●
●

(合計） 117,210円…①

①÷48か月＝2,441.8円→2,442円…②

毎月の支払い金額から②2,442円を差し引いた金額を充当する

→97,680円-2,442円＝



請求N0. 50108001

2023年7月20日

〒431-0431

静岡県湖西市

鷲津330－19

田内浩之御中 〒430－0904

静岡県浜松市中区

中沢町81-18

えんしんリース株式会

本社

TEL o53-472-3

FAX O53-472-2唾口座引落のご案内

金融機関名

(0149331－001）

献繩
課税区分毎内言 尺

課税区分 件数 リース料等計 消善税額等計

里謝 10_ 00W 1 88 800 8 880

,△､言半
[ゴロI 1 8

’
８
’800 8 80

契約NO
拾ⅡV円 同對総向對

リース料等
､.、IF巻ロギヱー隼

種類
税率

備考欄

I■■■■■■■■■■■■■■■■

2023年 7月13日 1 / 48

88

8

800

880

リース

理知 1n nn% トヨタクラウン2500

88 800

| 1 81880

イ 1／ 11
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝＝--------------‐L----告ノー‐‐‐‐士_と
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契約主要事項一覧表

自動車リース契約書 貿貸人使用桐(検印）
(9］

弓公

契約番号

2023年

賃貸人（乙）

住所

氏名

賃借人（甲）

〃門學湖面f
田内諺

静岡県浜松市中屋や沢町81番18子
紺住所

えんしん1

代…没
氏名

⑳ 準N二隼

連帯保証人

住所

氏名

連帯保証人

住所

氏名
⑳⑳

卜記賃借人(以下｢甲｣という｡)と賃貸人(以下｢乙」という｡)とは､次の通り自動車ﾘｰｽ契約を締結します｡
なお、契約の区別においてファイナンスリース契約の錫合は基本約定が､又ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ契約の場合は基本約定の他ﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽ約定が適用されます｡本契約の成立を証するため極2通を作成し､甲乙記（署)名捺印のうえ各1通を保有します｡

基本約定 4･鎚醗駕跨‘鑛溌謝篭緊駕蕊i裁篭噌龍b器瀧醗
ない“･甲は､契約不適合の内容又は未納車であることを害面にて乙及び丙に通知す

（本契約の目的】 ると共に笑約不画合につ色.鰯7条師3項の規定に益づせ､直接売主から蜂繍を受け｡
男1粂 乙I主甲の申込みにより､後配「契約主要事咽一瓦硬｣(以下『表｣という.)（2） 率辛陛の問でこれを解決します.

配較のリース自助皿(以下｢自助卓lという.)を表(2)配哩の売主から日本ｶｰｿ 5，甲から乙及び丙l=対し前項の通知がない塔合､白、車i士､契約不運合がなく完全な状
ﾘｭｰｼｮﾝォ株式会社(以下1両」という.）が風入し､ これを乙が丙から侮り受 態で乙及び丙から甲に引渡されたものとし玄す｡
け､丙の承店を得て本要約に定める条件で甲に転ﾘｰｽし､甲はこれを僧受けますﾛ 6.甲が不当に自動車の引渡しを受けることを忍らせたと色又は拒んだとE､否し<は甲

2‐甲は､民注613条の規定に従い､本契約に基づいて乙に対して負う侭務を五捜丙に の責に帰すぺ且事由により亭孝内1自動車を引逓すことa1でさないと色は､甲Iﾕ､跡15
対しても負うものとします｡ 条第1項鋪（2）号の規定に基づき､直ちに本呉約を解除されても異醒を述べ主せん勺

3.甲は本条箆ﾕ項の規定膳より､自動車が丙の勝有に囚するものであることを承凰しま この培合、売主から凹求があったと世は､甲は.その囹求【二ついて売主との同で解快し
十口 まず，

4．本異約は.甲が紺豆する品頁､圃罰、政且（規楢.仕処性筐その他甲が必要と十る （自画申勺品頁尊の不歪合辱）
一切の卒園雀含み･以下屋隊Lて「自画車の品買尊jという｡)を有した自助阜監甲回 鯖ｧ条自勘車の品頁専が本契約の内容に適合しない岨合.又は自勧草の週侭決定に犀し
らが逝択又は決定し､甲がその亭柔又は■酒のために使用することを目的とし虫す。 て甲に圏撰があった唱公でも.乙及び丙嵯一切その貴任を負いません.

（ﾘｰｽ鮪勵 2－天災捻墾威争その他の不可抗力､運赴中の専故.労■争睡､鄙の改鳳.逓卸の丑
堀2条 ﾘｰｽ閉問は．丑（4）妃皿の通りとし､闘始日は.自動車検査庇． gz合町阜届 垂､ 売主の毎合、その他乙の訪･豆は欧大な通失48厘められな1牢由によって2 自助車

出済証､ 極戯交付唖明毎郡（以下総称して伯的単極舂呼等｣という｡）上の使用哲を の全部若しくは一団の引邑誼しが遅迂し､又は不閏となった喝合でも､乙及び丙は､－
甲とし､自動車検立庇諏上の所有者を丙として自助虹を丑蝉された日からとし堂寸・な 切の責任を負いません．
抵甲は､ ﾘｰｽn回中､逝路穿調津 道路劃迅車両法､自動車の保笹喝所の可偲呼に 3．前二項の埋合、甲は.自励車の品質等にかかわる担保責任力I甲の責に帰する瑚舎を除
関する法律．その他自励車に型せられる法令上の一切の資任を負担し､これを理守しま 淫直按売主lご対し､自助車の履行の掘李画求を行うものとします.この喝合．甲は､
す． 売主に対して代金減囲叫求はで色f、皿行の迫完方法は丙が選択するものとします｡

2.本契駒のﾘｰｽ､同は乙丙間のリース用同と同一とします. 叉了自画車の郡両刃逓等i皇より甲に描害が生じた塔合、甲は直接売主に対し､姻客防値
3-甲l主本契約麹睦穐. ﾘｰｽ期間が羽丁する立で本更胸を解障で宣主せんﾛ 凹求を行い．兜主との同で解決します．
（リース科） 4. 両め周合､ 衷刃r〆丙ほ．乙及び丙が墾要と鹿める壷囲内において平の売主に対する
露3強 嚢（6）配回のﾘｰｽ料を垂（7）P齢的逼り乙に支払うものとします． 楢利行使に路力します．この潮合でも､甲は乙lﾆ父ﾅﾅろﾘｰｽ料の支払い､その他本異
2←丑（6）配垣の匡胡ﾘｰｽ再建自助車及び伏田厘等の回理冒用､ リース閉因中に宛 豹に基づく倒務の支払いを.免れることがで色立せん．
生する壷19】紀口の公刊暴冗贋置用及び保険料を含み､又.本要約召､見梗密專に 5．本条魏3項の墹合において､甲は､前項の檀判行使のために､丙の先主に対する剛求
歴銅I 『｡若しくは電圃的方笙'二より甲乙因で軍鹿したﾘｰｽ期間中程予悪される甲の自 櫓の唾液を受ける必要が生じたと堂は.甲は｡白面'二より丙に蟄求します.この皿合、
⑪車の走行距且や用過専（但し･配戟喝所を問わず．以下蛇味して「甲の自励車の使用 乙及び丙は、完主の屈行飽力並びに闘求楢の囮漉にかかる屈枢利の存否を囮慨しまぜ
条件」という.)から耳出したものです。 ん．

3.垂(6)配城の月胴ﾘｰｽ料は､窪函ﾘｰｽ料をリース刷同中分割して支払うもので 6．甲は、前二項の刈合においても､ ﾘｰｽ料の支払いその他本契約に基づく債務の支払
あり､甲がﾘｰｽ川間中.率由の釦何を問わず自助車を使用しない朋面又は使用で官な いを免れるどとがで倉まぜん．
い間間動!あったとしても乙に力けるﾘｰｽ料の支払いその他本契約に益づく旧跡の支払 7.詞1百 本契&狗目峨易として初庖昏睡又は検査きれた自助車〈以下「中古自助車j と
いを免れることがでg念せん。 いう.)を遇択する喝合.甲の責任で一般社団塗人自画車公正取引憧議会が定める公正

（再リース） 鰹争理痴等に基づくプﾗｲｽｶｰ下の砥涙守｢宝充主から直捜俘2諄丞の有漂尋を盛隠し､
霊4塁 甲がリース用同浬丁の3ケ月苗までに乙に対し画面で再ﾘｰｽを申込み.甲が 自らの判断で現状有硬にてｱ 刃7F丙から燈り受けるものとし主税また.中古目回享の

リース屈同詞了時J二乙'二』jするﾘｰｽ料の支払いその酌甲乙鹿の契約にかかわる伯海不 品質等鄙本契的の内容に適合しない恩合一甲は．本条扇3項の劃定に基づぎ五嗣祁ギト
胆行がなく､甲が乙又は丙折定の与信“を渦たした喝公､甲乙園で自国卓につさ再 の同で解決しますロ
リース契釣を釘結でgろものとします｡ （自由画｡）使尾・ぜ西

蕊S粂 本要約に犯刷ﾆ上る収益の移転防止に函する睦律（以下睡収法Jという.〕の週 罵B条甲は･検蛮充丁俊･自助車を善良な畳理老の注丘をもって近路至逮車両筐で定めら
（犯犀収錘転院I卜:*暉甚づく本人随到

れた 日電颪領豆盈砥翼巧その仙白動車が走行に直した択態に鍾持管理し､かつ、優蓋埼
悶がある郵合,甲及び本奨約に関して取引の任にあたる甲の役員又は睦月呼似下捻 所'二便藍し法令写の定めるところIﾆ従い安全に運転し使用します今●

称して偲引担当者」という.〕は.犯収法に逓づく取引時画認に直ちに応じます．甲 2.甲は､ 自 凹卓の施拘蕃理に必要な遭脾江鞭車両法その他関係法令に基づく定期点検塾
又は取引担当者がこれ'二応修ない喝合,乙は犯収瞳に猛づさ，本契約に基づく乙の柱研 側､邸品･付図品の取啓え､法令秤の孜肥pl室により自動車の運行上新たに必固とされ
の屈行を拒むことがで2，又､甲に対し何等の責任＆負わないものとします｡ ろ安全裟画郭がある埋合、その製品代及び収付賢用.自動車の根園畔の補修､伽理その

〈日出申の引波し) 他一切の行為壱なすと共に､そのための冒用をリース料と『ま別Iご負担します､この喝
第6条 乙の甲に識ろ自助車の納入喝所を丑（3）配敏の自動車の使用の本拠地(保符 合、甲は乙に対し、これらの賢用の位迅等を閣求することはできません､

増所）とし､自励車は売主から直接甲'二引竃します｡この喝合.甲は､事前に売主と輪 3.甲において､商号宣更､住所変更.自動車の保管期所の変更その他目勤車検査圧等の
車日及び納車噂屈辱《以下律称してI納車日｣という｡）を決定L,どれを乙に遇知し 里且事項に変更が生じたとEは．甲は諏確盃藩塗その他関陣争誇に基づ色甲の口停歩負
正す．まだ､ 納車日に亮主がら 自酔ﾒｰｶ－ｶ$定める自画車の軍扱現明や午亜の会技. 担でその座史子碑Eを行うものとします｡
徳の作跡笙専の睨呪を受けるものとL主す■ 4．乙及び丙は、甲が自馳車の修皀又ぼ占斡埜国をなす喝合の代車の提供及び休亜凶両に

2.丙は.自画車の存亜祷江弓'二甲に対し舗車竜”申を退付します．但し.甲に封し旧受 ついて月等その貝に任じないものとします．

3.溌噌臓淵馳沿硯龍雷鳥綴溌齢翰車であること.自岬 るため.…蹄への立ち入り.著しくは風珊､資…供等の車入…ったと2.5.甲は.乙又ば丙若しくはそれらの代理人から白助車の使用.保管状況を点検･検査す

の晶質等力'本契絢画､見捌智専の内容(以下樫称して『本要約の内容」とL,う.)に週 又は乙又は丙から自助車に丙の所有を明示する表示､医屋等を凪黄するよう中入れが
合することを検査しqこれが確哩で邑たと色'二乙及び丙から甲に対する自助車の引泗し あったとEは､正当な理由がある弓合を陳芭、直ちにこれに応じるものとします.
は完了します．亡胸､乙及び丙から要求があったとEは､甲は、引渡完了後直ちに旧受 （語三者に対する損寄略侭）
狂に妃（署）名掠印してこれを乙に交付します｡ 鯖9条 甲は､自助車の保管､運行若しくは使用'二届因する人的･柚的損害について｡そ
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2本契約の規定にかかわらず､甲及び乙は､表②記載のﾘｰｽ自動車につき法令に定める自動車損害賠償責任保険
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の掴害が甲の過失によるものか否かを問わf,自ら幽償の武めを負い.法令専に匿い車 2-前項各号の一つにⅨ当する事由が生じ．ｱ.野rF丙が自勘車の保全ﾄ｣毘嬰と埋め甲にそ
件解決をはかり主す． の壷を欧求したと世唾甲は亘らに臣れにらずろものとします早

2.前項の酷迅乙又lﾕ丙が､羅三老に対し圃画全を支払ったときl土､甲I上乙又は丙が 哩釣の鰐園
支払った一切の金顕を乙又は丙からの室孝【弓碁づ台江らに一岳で乙'二支払わなければな 第15条乙は､甲又は連牙保証人『二次の各号の一つに該丑する亭由力窪じた渇合己甲又ば
ら之いものとし立す． 逗毎毘呼人の宮に掴すべ世亭由の有蟹'二かかわらf,乙は相当な周同を定めて届行の催

（唾負型 告をし．その刷問内に、行がないと世ば、本契約を解吋ること凸Lで皀室す．旧し､民
輔10姦甲は．自助師の納軍日から乙へ自励車f冠通するまでl言天災j也変や迄随その他甲 法第542条罰】項各号'二褐Ifる渇合Prf同条諏2項各号に掲げる喝合には．乙は、朏

乙いずれの責にも掴さない亭由により自動車が滅失否しくは祖画した咽合.又は自助車 告をすることなく江ちに契約壱解除することがで色虫すり
を使用及び唾することがで色ない期間が生じた場合辰災地寵寺をn回とする自動車 (1)別条鋪1項各号に定める事由が一つでも生巳たと9.
の保守点捜や筋理淳に喫する刷問を含むがこれらに隅られない.)．乙に対し立ちに画面

側割醍需溌:鴎溌謡k麗挫したと倉・でその旨を皿知すると共に．その事由の如何を問わず．次の各号の皿り．その一切の危

険を甲が負担します, （4）甲が､麓13条第（7）号に蝕当し．自動車の迎転その他本契約の陸練が困副である
（1）自助車の－鄙損失で惚皿が可陸な酷､甲ばその買任と負担で自助享を完全な状理に と君｡但し.成年後見人.保住人又は袖助人から、乙仁対し甲の後見、姑専の宵判を丑
修理又は直元します｡この堀合.甲は.乙にｵ狩るﾘｰｽ料の支払いを拒むことがで2 けたと芭から5甘翼日以内'二壷面で.甲が自助車の逐転その他本契約の伽吟分町能であ
ず｡自醇の⑨間､代智物の引渡し､ ﾘｰｽ料の麺.休塵醐伺及び損害個個等舎乙に ることを通知し､趾明したと色を除きます．
対し謝求でgません.又．甲I+幸里約の目的を垂することができない喝合でも､本冥 （5）麺33条認1項又ば徳2項で圭咀犀圧し､又は唾釣した亨項のいTねか仁述反すらこ
毎を毎除する芒とはでEません． とが判現した喝合．

（2）自勘車の一部又陣全図に畦力1生じ､鹿が不可館な喝合又は法律の改廃制定により （6）本契荷に定める各畏項の一つにでも戸F1.．又Iまほ個罵係を掴なぅ儘務退反そしたと
自動車を使用でせない喝合、甲は.危険且沮金として丑（11】妃敏の規定捌曹金と 君.但し､その週反酋1解消可監なものである恥は.乙が当鮪在肩を函風した日から5
ﾘｰｽ届同濁了吟'二打ける跨壼韓砺及び使用済自励卓の再買画化等に関する陛悼で風定 言五日紐過しても解澗されないときに困りますD
される再資諏化預I磁等相当顔との合計罰から､ ﾘｰｽ科に含まれる我（9）記載の賭 2.前項により本要約が解陳されたと酋は､乙は.甲乙面の一切の契約を同時に解肺する
費用のうち乙が甲に返亙可能な未発生目mを控除した金胡（以下「危険負杷会I とい ことがで8. これにより発生する担曹は全て甲が負掴するものとします．
ﾗﾛ）を画ちに現金で乙'二支払い､ この支払完了と同岬'二本契約は鍵了し虫す■ 3.乙に本条躯1項各号と同一の事由が生じ乙丙間のﾘｰｽ契的力E契約解餓'二より好了し

（3） 自動車が盗闘'二あったとgは､甲はその貴任と負担で直ちに所輔の警察署に庖圃岡を たときは、本奥約も当然に解除されたものとして同申に駐丁します．
細JHI ‘ ､竪寮署から出ざれた受理番号を乙に通知します.また,甲は､乙と協力して自 4.飼項の喝合､甲41自助車のﾘｰｽ(賃旧） を紬虹して丙に対して害面で朗求し､丙が
助率の枕消丑緑を行うと共に前号の危険負担企を直ちに現金で乙に支払い､自動車の神 これを承g言したとgは､甲丙間で軒たなﾘｰｽ契約を脚結することがで包ます．
消仔銅再び危仙負桓食の支払完了と同畔に本契約』準了しますロ 〔雲約湧障の効果）

（保険） 葛16条前条により本臭的が解除されたとEは､甲は嚢（11）記載の規定換杏金を江ら
毎1 1条リース料に自画車畑害鰭侭箕任保険【以下「自国度”」という､）の保破科そ合 に現全で乙に支払い玄す．

む鑑．丙が白圃貢坤を付曝し､ ﾘｰｽ周囲中に保険料を含まなG峠､甲が､ ﾘｰ 2-本契約の解嘩が自脚卓の引渡完丁薗になさ払乙I=宇土に支些うべを遠約金又は担害
ｽ料とは別'二融科を負但して自監貢保険を付偲L, ﾘｰｽ期間中これを健任します. 關角が生じたとEは.甲はこれ釜直ちに現金で乙に支払います．

2．自助宙厚噴く以下I任窓保険」という.》ば．甲がリース料とは別に毘駒料を負掴して 3‐謡15条麺Ⅱ咽罰（5）号による要約解欧により、甲又は速唇尾罫人に掻客が生じて
これを付促しq ﾘｰｽ期固中極諄『.主す．この囚合.車両保険の技保険者は丙とし､侭 も、乙は､一切その負任を負いません．
険金翫は丙が定める以上の付保可脆な限度内で甲の希回する保険今稲たします. 4.前条繭3項に上り本英約が終了したとせば､甲は､丑（lﾕ）配紅の規定旧菩令輯当

3．m項の規定にかかわらず、 リース料に任厄保険の保険料を含む燭合、丙力'我（101 韻を丙に対する規帝氾容金として丙'二支払います｡この呵合．乙は甲に対し規定唄害金
配駁の任愈保険を付係しますpこの喝合、甲の申出により丙が保険会社や保険内容の変 を騎求し“､ものとします．
更手綻営を行う喝合．この変更により保険料に基駅*I生じたとEは、甲l土乙を経由して 5． 前項の規定にかかわらず、前条認4項により甲丙同'二軒たなリース率が柿紘された
丙から踊求力'あり次踊立ちに錘緬金を乙に支払11．乙はこれを丙に支払います． 喝合．乙及び丙lｴ甲に対し、規定掻喜金を圃求しないものとしまれ

4‘甲が本条に基づ屯白田度保散又は任愈保険割寸係する酷、当彼偲鐘丞雰又はその写 （自動車の返週》
しを運やかに乙'二担出し.乙はこれを丙に掘出します． 扇17条本竪約が周回澗了.契約解除その他の事由により錠了したと2．又は乙から自助

5.任曜保険で現徳されない天災地変や甲の紋重又ば圃大な過失等医陰約款の免實条項に 車王詞睡求があったと色は､甲は､第12条釘4項の唾により乙が取得した檀笛専を
起因する掴害や自勤○母竺に免貴画が定められている坦合．その免責狸は甲が負沮し忠 除芭．五ちに甲の貝任と負掴で自動車を尿状回間（以下『厚状回理」とL,うﾛ） したう
すロ え（公安委貝会による亜琴'十浬奇の貼付があるとQは．これを唾<手続色をとった

5．厘険率故が発生1も嘔合．甲はその責任と負沮で自ら又は自動車の運軽者をして五ち うえ)、乙の拓定する日時一喝所I二おいて乙に自動車、自助車の良、自助車抄客好等及
に亭故率における厄砂防I卜溢電や負間者の救歴禍孟を四じ、量寄りの聾察智に届出る び自動車佃曹賠賦寅任区険圧明密を売詞P.ます．但し、豆4条唖定により．甲乙同で
ものとします．また．保捜会社及び乙及び丙I二軍故の発生日時、内容尋を速やかに毎面 再リース実約を師崎するときは除世まずDなお、本異約における原域回恒とは、自助車

等で通知し、保険金受収りに必要な全ての吾瓢甚迎i肝むく亜え係鑑の圏求受祇を乙及 の使用・保管により発生した自励車の価伍の減少の内、甲の故重一過失、野笹注宵昼廊
ぴ丙の掲示に従って行います□なお､甲は尿険事故発生時に第三者との間で乙及び丙に 違反その他通常の便､を超えるような堕用によ墨机泥･殴掴を因旧することをいい､
不利益な取決め〔示脚をしないものとします． 又、自動車に圏置した楓爵導に登録されている悔叡の消去【以下「データの消去」とい

7．丙が保険会社から自助車の楓失にかかわる保険金の支払いを受けた喝合．次の各号の う.）や自助血内の残反物の除去を含みます．

遡りとします． 2-甲は.乙に対する自助早め狸識を完了十るまで与良な管理舌の注走をもヮて自助車を
【1】 自助車の修図が可飽な喝合、甲が前条圃（1）号の唾に従い自動車を修圏・修旧し 保管します．なお、自助車の題握尋その退週に要する贋用は．甲が負担するものとしま
た場合に限り、丙が受け収った保険金を囚度として．その買用相蚤甑を丙は乙に文払 す．

い､Z幟P牝を甲に文払います． 3.本条踊1項の規定にかかわらず､乙1名五画された自動享が原伐回堕されてい②い辺
（2】 自動車が滅失し又は瞳損して塵、修厩憧の叫合、甲は､丙凸授け取った保睡を 合．ﾇ'十詫迩･栖母唇え評による置伍の減少があった喝合は､甲けアロ雪その狽寄を園砿
唾として.的条踊【Z）号の支払いを免れます． します■又.甲乙同でﾘｰｽ科の耳肌銅凧とした甲の日同車の題条件を甲が暫し<団

8-自陪負保険及び仔賓毎険により頃捲されな$､祖害垈認9条にまづ登甲が全て負担し 遇して自旬車を使用したと乙が埋めた鼈. これによる自画車の澤儒蜘当図を乙は甲に
主す． 踊求でぜるらのとします．

9.その他保険に閲する取り決め{尖保険会社の約欧・取捉趣定に従います． 4.本条蒐1羽のヂｰﾀの消去は､甲の責任と負担で行うものとし､乙は.一切貿圧魯負
（肇止行加 わず自動車の荘司役又は引揖後に登録僧厩が間洩したとしても.甲の貴任と負旧で解醍
露12条甲は、次の各号の行為をすることがで2士せんロ するものとし±す。

（1）鋪三者への自助卓の腕遮、担嘩入れ等，丙の所有柵を侵害する行為をすること． 5．乙に天狗食れた臼醐軍I二極号導や残五輪I以下健称して「残亙杓等jという.）がある
（2） 自助車を助便し､ レース・ラリーその他一皿'二自山車が走行しない鳩所や本来の、鑓 喝合､甲の負掴において叫入､設匠､又は施工した物であっても，甲はそれらの所有梱
に反して使用したり．愈澗として使用する増合でも迎京の範囲を魁えて使用すること． を放誕し．乙に対し硯迂勧等の買取りを踏求で之ないものとし．又、乙が任宜の方法で

また､国外に持出す二と, 残詮總を処分することにつ芭異画を述べません｡なお｡残画物等の処分口用は甲の負
（3）積戟赴、定員．速度郭自“に定めら得た田度を超凡て使用すること． 担とします．
I4I本契約に荘づく甲の抱利又は甲の契る諸たる埴位を園三者に班渡すること． 6‐乙が返週された自助卓及び残宜物寺を周垂肌分する図合、怯令等の改関制定I二より図
（5】法令の改興に上り白出白を使用することがで2なくなったと世や自動車の使用副目白 謹寄の費用等が発生したと色は．乙は、甲に当孤冑用の蘂の負担を求めることがで世
令を受けたと色に日⑰車を使用すること． まれ

（6）甲自ら又吐柾三者を何用して、乙及び丙寝対し、目玉的な冨助、曇力的な要求行殉． 7．本会第1詞の旧合、丙が甲に対し証接丙へ自助単モ冠週するように掴示したと色は、
法的な責任を園えた不当な要求行為をすること｡ 甲及び乙はこれに従lD主す．その篭果、本条軍1咽から釘8項までの乙を全て丙と囲み

2．甲は．乙及び丙の白面に上る承暗なしに次の各号の斤乙をすることがで色ません． 替えるものとしなす｡

（1）自動車を転貸する郭徳三者'二使用させること． 8．甲が乙に対する自助車の返遺を写ったときは、乙又は丙は、自ら又は再三舌lこ蚕託し
（2）第8染第2羽の唱合を除き、自助率にカーナピケーシzンシステム、 ドライプレコー て自助革を回収すらことがで亡るものとします．また．自動血が第三者の占有下にある

ｰその他③樹固及びﾊｰFデｨｽｸ､S、ｶｰド秤の記侃蝉体等〔以下齢して「伺 ため､乙又は丙力'その回唄に原し､甲の当頤纂三老'二端る恢務を立替支払って自助車
唇奪」という.） 弁田野又はその一部を除去若しくは交換し､その他自動車の如工､伯 を回収した喝合．甲はその寸鐸を立ちlこ現金で乙又は丙に支払います．なお.自励車
橡蒋え等'二よりその原状を変更すること又は自助車の品寅等を変更すること． の回収にかかわる掴日用は甲の負担としますロ

（3）-自動車検査征郡の岬、主変更し、又は自助車の用迎や保笹喝所を変更するごと． 9．甲は、乙に対する自助車、爽詞が遅れた堰合、遮迺充丁までの詞妊円段に応じ． リー
“】本要約に基づく甲の嬰的老たる地位を癖三者に引受けさせること． ス料桐当皿の回頂食を乙に支払うほか、本冥的上の慨麺を引蛇遇負担するものとし主
3．前項室〔2）号の規定に基づ色、甲が檀昌零を詮画したことにより自勧車の品買専が す．
本要約の内容に■合しなくなった準、乙及び丙は一切貴圧を負わず．甲が5その貢任 皿甲が乙又は丙に自助車の返琶をしなL､喝合、又は不可飽な局合．甲陛、危険負但金を
と負担で解快するものとします｡ 亘らに現金で乙に支払い､ ァけｱれを丙に支払います．なお､自酔の盗臣により返冠

4．丙は、その迅択により甲が付肴させた冨吾亭の所有泡を擢憤で取得することがで世ま 不隆の喝合は、宮10条癖13】号が画用されます．
す．但し、回雷専』二甲の曾気秘密や囲人甥籾がP⑫占れている尋合．甲の責任と負姻で （リース鋸閏司了坤の犀旬存伍格、密画

これを清去します． 鯖1B条本笑的が閉同詞丁により終了し令乙が自助卓の返逗を受けたとgl土､次の各号の
“面霊躍1 通り､甲乙回で殴索n画の清算を行うものとし望す．
蕗13条甲及び連帯係庇人は、次の各号に定める亭由が一つでも生じたと色は、画らにそ （1）翌（8）配唾の駐戸祀価の洞算方式（以下「浦陣方式」という.） 心'オープンエンド

の旨を乙及び丙に画面で血知します． 方式の瑚合. ﾘｰｽ間間潤丁間の自動車の蝕定収価は､壷（8）麗松の殴定残価とし.
（1）住所．氏名．本店．閣号．犯収法その他法令に鋪づさア乃7F丙に申告した専項．印頭 本契約が1円間澗了しかつ再リース契約を師僧しない周合、自助車を他に換価処分した童
若しくは代壷者に交更がらり、その他甲又は連帯像胚人の事粟内容に、要な変更が生じ 璽似下「処分砥加jという.】又は一般財団注人日本自助取寄壼蝿会その1h公下な樋
たと芭口 閲の呼価に基づく岬目胡似下「岬函副と1､うり)から、それぞれ処分又'“f鱈に回

（2）繭エ4条第1羽各号に定める亭由カーでも生じ又は生ずるおそれのあると色｡ した一切の冒用を控敵した残飼を嘩卵氏と対比し、 当面図額が股定屈画を超えると倉
（3）自動車につ色盗凪．漣失、破姻、掘田、歓障その他寧故が発生したと世． は’乙はその超過皿甚現金で甲'二支払い、又当畝奴m4lp壺如宙に達しないと2甲はそ
“）自動車につ芭罰三者が奴埜押、仮延諾し<は強制険庁をなし又はその占有畳侵野 の不足皿を現金で乙に支払い主悦但し、澗魔金には清耳時の清密罠率に蓉づく消目硯
ろなど､自②申！~端悉ｱ乃び丙の銅が田害され又はそのおそれのある事皿が尭生し 尋が別途かかります.
たと営． （2）涜尊方式がクローズドエンド方式の喝合、 リース用同調丁時の率氏価の洞F1.行わ

（5）自助車自体又はその尿管若しくは使用に起因する事皮'二より他人に人的一輪的娼寄が ないものとします．回し．館17条麺3詞に定める匝状回眼画困や甲の自動車函使用柔
発生したと倉． 侍を暮しく幻過したこと'二よる滅画分の稲すけ陣2丘す．

（6）公安委員会から自助車の使用刷展命令を受けたと2，又I金宮鮎亨が適路交通注卿51 2．画項の規定にかかわらず、甲が丙に対し亟接自助車を返還したとEl土､前項の殴定硯
条の7鋪2項に規定する自助車検査庇の返付拒否の対星となったとE､ 固の滑互を甲丙囚で行うものとしますpこの喝合､前詞の乙を全て丙と政み程えます．

（7）甲又は法人でない連帯保旺人が、家既裁判所の審判により後見冊蛤、保佐圃姑又は前 3．前項により甲丙同で舷定残価の清算を行ったと色は、甲乙同及び乙丙間の殴定硯価の
助囲始の菅判尋を受けたと20任意後見監督人が逝任されたと世､既に拙助､保佐､強 清算を要しないものとします｡
見困蛤の審判を丑けでいるとせ、又は任惠後見監智人が型任されていると色. ｛要的解除時の胸雪祁存価槽の渭耳》

鰯限の利益の畏矢） 第19条副ユ5条師1羽各号により本要約が帥服され乙力1自回車の返週を受けたと倉は､
厩t4条 甲又は迎帯尿狂人に次の各号の一つにでも匝当したときは､乙から祝釦腐各専 次の各号の通り甲乙同で準残冒の清算を行うものとします．なお.飼条繭2詞及び郷

がなくても、甲l土孜存するリース料全函その他甲の乙に対する一切の憤務について、当 3項I埣条にも劃用されるものとしますq
銭に囲園の利益を失い．五ちにこれを全誼支払います． （ｴ）表（8）鹿画の滑陣方式がオープンエンド方式の喝合．”箇誼又は評価掴からそれ

い)甲の乙腫誌ろ匝覇の一つでも用戻に支払わないとせ．但し､乙が甲に対し､文払刷 ぞれ処分又低評匿'二画した一切の冒用を陵醸した残皿を壷(8)毘睡の詮蒄嘩臼と対比
昼の翌日から5営璽日までの閉固を定めて脳告をし．この揃因内lこ甲がこれに応じない し、当皿劉が”壼卵歴を超えるとせば．その恩型畑を表（1l》屋奴の規定楓啓金の
ときに国り室す． 一部に充当し、又当『せぬ翅が亜定残苗に遠しないと世は、甲はその不足観と廻定掛害食

（2）仮差押．仮処分、残刺戟行、吐売の申立又ば砿國．民事再生、会計画室その他国密、 との合斯甑を亜ちに呪全で乙に支払います．mし．別東金には清算時の消費税牢に基づ
理.事案再生に係る手緯岡姑の申立てがあったと白． く消問民等が別道かかります．

（3）租税公犀を滞軸して口促を受lﾅ又は保全差押を受けたと2． （2）欄昨方式がクローズドエンド方式の喝合．実駒岬阯阿の股定残画の清陣Iｪ歴､I行わな
（4）営粟の服滅､哲或の廃止q又は解散したと2，又'ﾕ監督官庁から営粟の停止又は営禽 いものとしますﾛ皿し､雨17条罰3項に定める原状回旧岡用及び甲の自動車の使用条
免許若しくは営倉登蝿の収澗呼の処分があったと色． 件を著しく超過した二とに上る滅宙分の輔算は隙8ます．

（5）手形若しくは小切手f一回でも不渡りにしたと8．又は電子記録侭椎の支払不麓を兜 咀廷損害金）
生させたとE、その他支払いを停止したと自口 脇20条甲は、甲が本契約に定める個務の、行を怠ったと色は支払用日の翌日から．又乙

（6）寅座、営柔、自用等が若しく翌化したと9．又はそれらのおそれがあると望められる ． が甲のための回用を立甘払した堀合の立替金の唾を怠ったときl土立“日から、いず
帽当の亭由部あるとセロ れも完済Iﾆ至る皮で．支払うべ色全額に対し年14． 6､の割合（年365日のB創叶

mによる詞涯1回寄金を乙に支払います｡
【公凋暴、l

男量1粂壷（9）紀画のﾘｰｽ料'二含まれる■用は､乙が負担しますが. ﾘｰｽ弼同中'二
注令の＆正又は自動車にかかる費困や自昭貴保険の保執料の唾により乙の買用負皿が
増画した喝合は．甲がその埴皿分を負担し、甲は．乙の画求により立ちにその咽皿分を
リース料とは別に乙に支払います．

2－消費現及び地方消同喫（以下垂称して「詞関税郭jという.〉は，甲の負担とします。
毒鈩霞の消胃税毎mは､本笑約の成立日現在の洞費税評の挽率により針算したものであ
り､当賦税率が変里されたと世は､その変更険の税軍'二より計算した消賢税等甜に変更
するものとし．甲はその変更抵の消賢税等訓を乙に支払うものとします.

3．本条訂1項に賊当する乙負担の侭用を験宜、自助車の収御、所有、保管、使用〈国山
車に殴匝された掴固祁'二関するものぞ含む.）及び本契約に碁づく取引i二匹され又Iｴ
唾されることのある公団暴屈等(以下栓はして「公岨公皿秤｣という.)の全ての路問
用は名勧人の如何'二かかわらず甲がこれを負掴し宜十。

4－甲は．蔚項による公租公厘等の何れかの閏R用舎乙が収めることとなったと虐は．そ

の抽付の薗畳を回わず乙の画求により直ちにこれそリース判とは別仁乙に支払う名のと
します．

【負用負担）

鰯22条本笑釣の栂輸に頁する■用及び本笑約に基づく甲の倒題屈行に要十る一切の費用
は．甲の負担とします‐

2-乙が本笑約に閲し、本来の枢利を守り若しくぼ、旧するため又は蔀三者から法律上理
由があら閉求を受けたため､やむを得ず必要な描画をとったと自は､甲は乙が負担した
自助皿の掬出費用（制負細伽を含む｡】､弁胴士報酬その他の賢用を乙に支払いますﾛ

3－法令等の改正郡により白曲車に安全装回毎の段丘が必便とされた喝合、当酌麺冊乃ぴ
展置にかかわる費用lｴ全て甲がﾘｰｽ料とlｴ別に負担するものとします．

（丙の権利の移転等）
県23条乙は本要約に猛づく｡乙の甲に対する全ての由利を丙に祖箇担保として曇し入れ

るものとし､甲は異且なくこれを承諾します｡
2－画項の棺利皿渡について．丙は乙仁対しリース判取立の行便警婁任するものとL・甲

はﾘｰｽ料を乙に対し支払うものとします.但し､乙につ色認14条誌1項各号に定め
る亭由と同一の事由が一つでも生じたと2．この収寸写嬬は当塁に解除きれたものと
し，以後．甲は、丙に対しリース料を支払うものとします｡

3．乙は、鋪l刺の陵爾担区について、丙'二対し、乙の代理人として樋利囮霊の通知を行
うことを委任し重す｡

4．乙又は丙力1本契約に閃連して本来の栂利を守り若しくは回復するため、又は鋪三者か
ら塗律上理由力Lある醜求を受けたため、やむ＆御f必回な描亙をとったと曾は、甲l土、

自助車の姫出費用､弁囲士報皿その他一切の買用缶乙又は丙に支払います。
（相殺の禁心

臨24条甲は､本要約に濫づ員ｱ‘乃ぴ丙に対し負担する仮面を.乙及び丙又はそれらの鰹
承人に対十ろ甲の償柵をもって相識ることばでせませんロ

（亭亜輯告の避雷）

gzs粂甲は.乙の閉求により処決尊屈の冒僧対卿丑､掴基計再香その他甲の享盆の叔況
及び自睡の偲曽、函状況等に国する資料を通語なく乙に提出し主す。

（弁済の充当〕

露26桑本契的に基づく甲の侭務の率いがF昂今岡を消滅させるに足りないとgは､乙
及び丙は、乙及び丙が画当と里める時．軍序及び方法により充当することがで白、甲
は．その充当に対しては興風を述べません｡

（迩寄停酢n
鋸27桑連幣保証人は､木契約の各条項を承興し．本要約に基づく甲の乙に対十ろ一切の

慣務（以下「本件1N秘」という.）につせ、甲の婁庇&受け、甲と運椿して慣務、行の
貢を負うものとし､本契約の鍵了後､甲乙間で再ﾘｰｽ奨約を鋪結したとせ又は甲丙問
で断たなﾘｰｽ契的を徳箇したと差も同拠とし正す．但し､怯人でない連帯保旺人の負
担は､本契釣害に妃哩する圧度塑を限度とします．±た.連帯尿狂人が法人の埋合．そ
の耐錘沿会葬の窪を回T掴に連帯偲幸1 7たものであることを砲足します｡

2．乙酋K･連帯係狂人のいずれか一人に対して圃行の函求をしたと色は、甲及び他の運帝

偲毎人に対しても．この胆行の罰求の効力画【生じるものとしますロ
3.連苓保証人は.乙がその毎合踵より他､尾群ﾏ『名田保を窪若しくは解陣しても.免
寅の主彊及び禍客函侭の圃求をしません｡また､遅予侭野人が保豚悟巧を巳行した岨合
に代位によって乙から取月した櫓利建甲乙間の戻約が廃丁し甲の乙に対する頂あの全
てが弁済され、吾面による乙の承諾がなければ乙の栖判に代位しません，

4．連帯保証人が法人でない喝合．甲は本日現在．曝旺を委託する運替保旺人に民注踊4

65条のユ0第l項各号'二定める情報（①甲の財座及び収文の状況､②本件旧閥以外'二
負担している甲の慣湖の有侭並びにその剛及び皿杼状況.③本件臓酒の担保として仙に

提供し､又は提砿しようと十るものがあると21ｴその旨及び内容）を全て掴供済みであ
り、捉供した情穏が真実．正応であり不足がないことを乙に対して表明及び保延し虫
十．また、当風連摺保狂人は、甲から保証の芽』Eそ受けるI二あたり、本契約仰釣日現

在甲から全ての情、担供を受け、＝れを十分に理解したうえで皇書保狂人となること
を乙に対して垂明及び唾します．

5．連帯保証人から凹双があった喝合一乙は．悪癖FR¥人に対し遅漕なく．民法卿458

条の2にまづE本件唄務の支払状況．規定損害堂その睦要約から生じる甲の慣研に従
たる全てのものについての不屈行の有焦並びにこれらの砿餌及びその勃ら謡用が剥来
してE喝ものの皿に囚する伺廠を提供します．また．連語保狂人が注入でない喝合、甲

が草14条第1項各号のいずれかに賦当したと世は｡乙は当吋諏帯保旺人に対し｡その
旨を通知します．

6.甲は､乙が民法鯛458条の2又は第458条の3の規定に基づ世､連帯係狂人に対
し情輕提供を行うことを鹿面し､当賦憎報提仙に閲し興脳を述べないものとし京十・

7．連播保証人勤噸14粂鰯1項各号のいずれか'二般当したときは宙甲は直ちlﾆその曰を
乙に書面で通知すると共に.乙の与曾基蛾を間たす駈たな連帯侭証人に保胚饗肥するも
のとします｡

〔乙又は丙の誼）
雨zB条乙又は丙において．甲又は連行厩狂人に汁する遇知をする必要が生じたと色は､

画面による変更の過如のない寝り.本契的蚕の住所口.氏名田の唾に従って過知しま
す．

2．甲又は連伊偲毎Aが．屑項の書面による皿随を怠った副合．甲又は連帯毘旺人が不明
になったため、乙又は丙からなきれた書面による通畑が延骨又『土到達しなかった畑合､
又ば甲又は連帯保旺人がその内容を推知することがで色たにもかかわらず､濁釦を受田
しなかった喝合は、その皿麺が通痴到達すべ2とき『二列逆したものとみなしきすD又､
甲又は連帝保狂人が不在のため､乙又は丙からなされた画面'二よる通知が､邸便同'二岡
詮された瑚合は、その留画1,問潤了時に、甲又は連桁保旺人にその氾知が到退したもの
とみなします｡

3．前項により、甲及び運拓保旺人は、乙又は丙からなされた霞面による通知が砥曾又は
封達しなかったことによって生じた掴害又は不利益を乙及び丙に対して主受するFヒオ令
できません．

r侭赤面】

富29塁甲及び運毎偲曙人は.乙又は丙が回求したと色は'1つでも本契約に定める回刷に
ついて執行梗雁冬項を付した侯祁酵麺を作唾するものこし、その費用は甲の負廻としま
す．

【合宣斉韓）
蘭30桑本契約に岡して隆屈又は紛争が生じたと倉は、甲Z戸睡皿のうえ円漁に解決しま

す．協幽が飼わないときI尖甲乙丙及び連祁保狂人は東京地方鉱判所又は東京伺易域判

所若しくは丙が任慮に逝択する地方殴打所又iﾕ、例於判斫をその管聴裁判所とします｡
2.,項の箇蛾を行う堀合であって.相手方の求めがあると色は､甲乙及び丙は､当試協
幽を行う旨の合甦を亦市▽'よ逐解緬幸蝿にて行うものとします｡

（国人揖範の取り狙い）
砿31粂乙及び丙は､甲又は連癖旺人が個人の喝合.次の各号の個人愉報を保囚括亟を

露じたうえで哩鰹･区有･利用し､又乙及び丙分1本呉約の退行のため腱璽溺要』E缶する
昊約代行人.自助車の充主.自動車製遠会社等.本要約'二自動車保険やﾉﾝチﾅﾝｽ
ｻｰｽ壱含む尋合､その促険会社.ﾒﾝﾃﾅﾝｽ嘗託工喝及びﾘｰｽ料の代金決済巫
弼書E藍社に四人個岨を提供で包るものとし.甲及び退帝保狂人I上異nなくこれを承
諾します．

【1）甲及癖帯保哩が乙及び丙所定の申込害･要的画秤に妃凧し､又は乙及び丙'二通知
した甲及び連帯区狂人の氏名、生年月日、住所鄭の囚人伺、や自評やその保笹垣所．
取引金融欄間郡に関する個人愉報

（2）本契約に関する個人愉細
（3）肥収濫l尋定める本人応理吾駆はその写しから得た個人愉報
（データ等の取扱い）
癌32条甲は、乙又は丙が誼財団法人自助卓枕査登押憎、協会又は一敗社団法人会祠師

自助車盛会記挙移から自助車の翰需翰情侭の捉肌を受け.自動車の笹理を目的とし
て利活用することを承屈しますロ

2‐乙及び丙が悶号又は住所尋を変更するにあたり、白口車抽杵野の記唾恵項の変更・移
転登鰹等の手松色が必要となった弓合、甲はこ由『~1年力します．

3.甲がｱ乃TF丙の承睡のもと自勧卓を転貸するなgで自園車の使用者が甲でない喝合.
甲は当殴使用者'二吋し．乙及び丙が自画車の検香碍峻弱輻の提供を受けること及rrｱ活
び丙が目、卓の檎審存軸廻を判活用する筈とにつせ同宣を得るものとし．甲a【この同
童を得られない喝合.乙及び丙は、自画亭の検客弄岨悔報のうち当敏使用者の個人飼阻
については裡供を受lﾅな1､ものとします．

4.甲乙及び丙は.自助車の保守､安全な通行のため又はﾘｰｽ契約のｻｰピｽ向上のた
め､自助車から卿られるヂｰﾀ 【ﾒﾝﾃﾅﾝｽやドライプレゴーダー関連ｻｰｽ烏乙
から受ける燭合､それらに関わるデｰﾀを含む．以下緯称して｢自勤車データ」と1､
う｡）缶AI、兜等のため丙が利活用することを、蝿します｡この場合、自助単データ
は特定の個人との対応関係を排斥し､自動車の恨守､走行節の共有要素となる凋目を同
分団毎'二抽出･鮭叶し.傾向又は性質等を皿且的に妃狸する銃叶デ一夕とします｡

IF針会的勢力との関係仇醐
露33条甲乙丙及び逹撰偲癖人匙本契約の締画日に必いて.自ら及びそれぞれの役員

が_曇力目.a力団■.羅力団員でなくな句倉岡から5年を理しない看､邑力団“
成員こ昌力団回優企黛．晏力団團係団体．包金屈専．祉竺菰動弄屋ぽうゴロ、拘界知掴
曇力昼団尋.その吃これらに掌fろ者〔以下『反社会勢力」という.) '二双当しないこ
と、及び次の各号のいずれに良監塁しな1､ことを壷咀し.かつ狩来にわたっても触当し

鶴鍵識識鵜蕊職蕊；
(4)戸針全的勢力に対して資盆辱を供給し､又は便宜を供与する等の関与をしていると望
められる個晶を有することp

（5）その他反吐全的劣力と社会的に非璽されるぺぜ閥係を有すること.
Z・甲乙丙及び連播厩狂人は. 自ら又はそれぞれの役目若しくは誼三者を科用して次の各
号に肢当すら行刀を行わないことを”します．

（1）曇力的な興求行均．
（2〕性的な買任を超えた不当な要求行殉．

（3】相手方との収引に関して、脅漣的な君⑥をし．ア吋晶力を用いる行為．
（4）艮醜を流布し､偽gfを用い又】鍾力を用いて梱手方の句用を望掴し、又は杷手方の璽
務を蝿する行為．

（5〉その仙駒各号に鋪fる行為．
3.甲は、乙及び丙の承肥の有簸にかかわらず､自助車従局汁全的勢力に甲の要約密たる
地位を鯛渡したり、転貫してはならないものとしますU

（特約条項〕
第34条浅〔13）記叔の特約は､本契約の他の桑頂に優先して適用され｡本要約と風な

る合堂はここ'二妃殿するカロ．園に書面で甲乙丙が含宣しなければ効力はないものとしま
す．

メンテナンス約定
（リース軒】

冨t条垂(エ）配戟の冥約の区別がﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ契約の喝合は､壷（6）配紋の
ﾘｰｽ料には､壷（12)において「O｣を付し亀ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰｽ (以下「ﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽｻｰｽ」という.)の鱈貴用(以下「ノンテナンス買用」という‘)を含みま
す．このため.叩l土逓本約定第8条痢2項に定める間用のうち､メンテナンスサービス
にかかわる出頁、を負担する経要はありません．

〔メンテナンスサービス）

第2条本契的にﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰｽが含立れろ巴合.甲は､ リース用問中.曇皿Z）
P師のメンテナンス毒群r喝似下I委託工喝」という.）で、〆ンテナンスサービス
を受けるものとします．

2.首条のﾒﾝﾃﾅﾝｽ寅用は､表（12〕配趙の月同要約走行壷(以下「月回呉釣走
行距医」という.） を笹串として定められていろ＄のとし.本契約の屈固濁了時の実走
行距戯の月回平均が月岡契約走行距睡を超過したとEは、乙は甲に対しジンテナンス
サービスのin、毎用を囲求で包るものとします．

3．甲は． メンテナンスサービスを受けると世は、蚕Z江理'一可前に連崎し．〆ンテナン
スサーピス雀受ける喝所及び日時等につ直委託工唱と協鼬の上決定します．

4．甲がやむを何ず他の埜飼工増で整箇一修理を受ける堀合、事前に魯面にて乙の承脂を
得てこれを行うものとします．

5． メンテナンスサービスの全部又は一部を受けない弓合、その率由の釦何を問わず、甲
は、 リース料の浬狐醐求やリース料の支払その他本奨約に基づく乙に対する叺蹄の、斤
を免れることl1でせず、又乙に対してヌンテナンス目用の償還後制求する二とlｪで包ま
せん．また迅乙は、甲がメンテナンスサービスの全団又は－誌を受けないことにっ色何

ら貴任を負わず｡その一切の貴任及び費用は甲が負掴します．
6．甲睡自画車の画観檎査を行う喝合、委痙弓が誼社団法人日本目②車、■項貝会
連合会又は各回召府風勿県に対し、自動車に昼ろ飲夛冠庁一鋪の有鍾畦匝里するこ
と．又この随認に甲の同丘害専4哩嬰なと倉は．乙の囲求後互らに同定謹写に星（吾）

名嫁印することl二同之します。
7．砂野戒反金の而鮪等に起因して自画卓の錘城検査が遅延又は不能となっても乙は一切

貴任を負いません｡なお.備雪識厄金の耐袖守に足因して保安…合皿の有効、囚が
切れた墹合．保安芯地適合狂の再取得に同わる一切の階費圃は甲が負掴します□

8．甲は､自助車の伽統検壷を行う埼合､委肥工刈力l、保安基準適合狂の交付に代えて当
賦保安”｢Q塗今雁に記戦すべg事項を矼磁的方挫'二より近路迎送車両法で定められてい
る登興恂報処理城間'二対し､提供することに承鮪しますﾛ

9．次の笠画､煙幕'よ. ﾉﾝﾃﾅﾝｽｻｰピｽの対鋤とし室す.
①甲の劫⑤又は過失に起因する整置．醒呼（甲がメンテナンスサービスの全邸又は一
鄙を受けなかったことにより自回車に不具合が生じた喝合の整留､修理寺を含む.).

“故I二起因する笹■、晦理写．
③甲が乙の承』匠を何ず、他の鱈儲五目等で盈自に行った些回、睦理等．

①法令写の魂制定、又'ﾕ官公庁の痘示苔しくは曲令子に起因する壁固．肱唖寺（函
及び鄙品の取付けを含む.)ロ

⑤自助車のリコール又は自助車の品質等の不浬合に起因する堕儲．煙等．
⑤甲が自動車の取扱炭明笹及び保鉦香の記哩に従わなかったことに起因して過分に発生
する整飼、侮哩神．

⑦メンテナンスサービス以外の項目について行った画Ni，修理等．
（代草）
覇3桑乙は． メンテナンスサービスに代車（以下「代車」という.】の担供を含む喝合、甲

がメンテナンスサービスを受けると世に代車が必艮であると申出たと堂は、 メンテナン

スｻｰ ｽの握供条件に基づ芭乙が週定する代卑を甲に挺供します．但し､側仙でせる
代卓は. 1印“Cｸﾗｽの乗用車又はパンに固りますロ

2.前項の規定にかかわらず.次轄号に殴当する恩合、乙は甲に代車を捉跳でgません画
①走行上の支陣のない圃所の笠昼廻を行う凹合.
②代車提供の申出があったと世から24時同以内に完Tすること力呪込まれる塾凹.怖
厘の酷．

①自励車のリコール又は目勤車の品質等の不酒舎に姪因する整固．唾の“．

、詮島その他代車の手配が否しく困蓋であらと乙が判断した喝所における代車担眺の申
出があった堀合ロ

⑤年末年始、ゴールデンウイークその他繁忙卿などで乙が代車を手配することができな
い堀合．

3←点検･繊娩検登･-駒体侃時、及び代車提供拘約が付されている車故修理畔の代車捉眺
は､丙血1必要と醒めた圃問まで魚倣とします．但し.点検､整篭､醒等各実魔掻､甲
に返冠する自動車と代車との人智時に甲の配合で代車の提供煽問を延長する俎合、当砿
廷長同因の代阜提償は有個となります－

4－代車に付倶されている自勤車保険契約の内容は、自負車に付保されている自侭晒屋険
要約の瘤と其なる幻合があり、甲はこれを予め洞四なく承西します．

5．代車の使用．像管弥にれらに起因する毎三者との周の靭争及び乙又は麺三者E生じ
た禍寄陪圃可畦含む.） ’二ついてば．本要約■上「自歯車」とあるものを「に車』に厩
思えて本契約の各条項を適用しますロ

6．甲l土．代申に図1.諭猴駐車をした塔合､自ら反n1企専を納付すると共'二代皿のﾚγｶｰ
感動、保符専の手肌色及びこれらにかかる一切の贋用を負担しまれさた､甲は｡述嵯
駐車に上り口寮力1代車を秒勤した鑑、乙又lﾕ丙（以下「乙等」という.）の判断により
乙等又は乙辱の梱定する看が野察から代虹を引取昌ことがあること､その喝合．乙等が
代車内の硯画物について一切貝任を負わないこと、又代車の引取りに要する一切の岡用
は甲が負廻し､乙郡から圏求があり次釦､画らにこれを支払うことを磁厘します．

〈NCS 202叩ZZ6I



様式第1－1号

支出証拠書

くに県民クラブ・田内浩之 ）(会派名・議員氏名ふじの

蝿
癖

薬理番号 7－ケ

経費項目 ﾖ識f罐･研修費･圃諏報費･蒔調誇嗣債･会議費･資料{鱸･資料購入費･事務費。鰯･八件費

内 容 事務所電気代 令和5年7月分

年月 日 令和5年7月24 日 金額 1,489円

’
目的

ーj〆ざB員一己' U己 コロレザJプU 一ダマ埴ロ 草

使途
電気代

案分の理由

後援会活動にも使用の

ため案分

領収書金額(a)

2,978円

案分率(b)

／

50％

四万m．…鼻声1 Ⅱ ！…、口〆、Uノ

1,489円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之）
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Ｃ
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ｏ
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○
○
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Ｎ
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仔
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岬
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旦
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刀臣
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津
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ｅ
媚
蕊
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葉
仁
姻

卜冊正
｛
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団
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托
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咽6F

ト
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■
〕
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一
寸
宴
．
寸
ｍ
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ｏ
Ｉ
寸
○
画
巾
卵
塵

③
一
Ｉ
①
－
１
国
龍
凶
丹
促
凹
扣
岬
唾
巳

禅
州
預
拷
宝
掴
瞬
極
將
、

・
七
Ｆ
塒
稜
訳
○
一
昏
馨
犀
嚢
・
起
侶
英
卜

ｍ
Ｄ
一
寸
一
卜
咋
町
却

つ
【
つ
戸
ｎ
つ
○
○
○
○
○
○
．
く
四
口

芦
）
ｍ
ｍ
ｍ
Ｃ
ｌ

叩
扣
仰
總
皇
禅
豆

甲
ｌ
戯
“
⑦
１
つ

、
、
ｊ
６
Ｊ
的

刀。吐
耳 燭 正判冊“

咽&「

麹 世 号

経費項目 願霞厩園･研修費･広聰騨費･癖#瀞轆轤･簔鍛･資料f賊費･閏，鵬入費･事務費･事諦漬･人1懐

内 容 県庁にて調査25日早朝登庁のため泊

年月 日 令和5年7月24日'~令和5年7月25日 金 額 17,360円

目的

骸当項目に丸削 部局事業句レグ嘩雲蕊割陰り『癖…政務溝動資料の整璽
使途

骸当項目に丸帥 /鱗紬圃
政務活動．

県政との

関連性 （
嘩当項目に丸印）

議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容講堂捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整･集約を行う。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

T貝MX雪壷貝(aノ

17,360円

案分率(b)

／

100％

唾唖1回到亘エ山餌kユハUノ

17,360円



請求領収書 RECEIPT

125980

側ﾎﾃ鵠黙馬静・
匁師ユユ

TEL（054〕 284－01 1 1

FAX（054〕 289－5300

お名前 田内浩之
GUESTNAlIE 様

’

ご到莊日
八RR1VAL,Dﾍﾞ1,E

ZUZ37077爽一

ご'1｣発日
DEPARTURE･ lJA●I1j

2O2370772r-

人数(宿泊）
PERS〔〕N喝）

－一一－一丁一

人放(テｨｭｰｽ)
］』El1SUN喝1

－－~~-U一群

担当･石・
】NdlARGE

崎1蕾

日付
ロAT暇

項目
DE虻RIPTmN

料金
ClぃRGE

お支払い
CREDIT5

硯間
BハL･凡淵CE

凸U必｡/Ulノ色凸土 ､

j

I

：

／笈そ

1白『口甲f

－宿泊小計一一一

昌車場

－－小計一一

-一一総計金額一

対消費税）

----総入金額一

一差引舗求額一

緬而両脇、

Ｕ
Ｒ
Ｕ

Ｕ
ｎ
Ｕ

Ｕ
ハ
Ｕ

ｌ
守
上

Ｌ
己
１

1,200

. 1,200

12,200

1,109

12,200

0

11,000

０
０
０
０

０
０
０
０

２
２
２
２

２
２
旭
哩

１
１



様式第1－1号

私７
議員氏堰

雑?牽含万一 クータ

経費項目 調部暁費･研彦費･I輔広報費･薪制誇瀧憤･会議費･資料f厭蹟･資料購入費･事務費鋤 人件費

内 容 令和5年＄月分事務所家賃

年月 日 令和5年7月 1日～令和5年7月 31日 金額 35,165 円

目的
季ﾖ労jJT貢頁

使途
家賃

政務活動.

県政との

函十重イ比

く、､胆jlX青貝ﾛ'|､｣1千〃'

70,000 （家賃）＋330 （振込手銅斗）＝70,330

70,330×1/2＝35,165

I 日

お取扱明細票
いつもご利用いただきありがとうございます｡
お取引いただきました明細は､下記のとおりです｡

需豐橋信用金庫

’

1

1

I

印紙税申告納

付につき豊橘

税務署承認済

案分

政務

の理由

活動と後援会活動

で案分

領収書金額(a)

70,330円

案分蔓 E(b)

／

50％

些旬河口…具へ閂醒、ログ、Uノ

35,165円



胃・讓邑f 沼ふ画じり

払
吋

目的

骸当項目に丸日ウ
､ﾉﾉグ.HIT弄雇宙輻拝雷h･全ﾔ斥汰1言驍七T今斗十.祇…雷卜痙土

、

使途

骸当項目に丸帥 鰊膨権 ･駐車料 ト

関連性

骸当項目に丸削

I沙1，口1Jﾉ即vノ手本正三幻凹罪寸・今‘N圧即ひう 『ご◎

内容や取組方針･進捗状況などを確認する。

を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

、県施策の状況を確認する。

を行い、意見の調整･集約を行う。

／

29日は締rff">鐸巾 3"β穿刺 ｜南ｱﾙプｽ移動
、
１
１

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

ノク‘β”円

案分望 E(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

/多ろ知 ､円



l
l
l

ご利用ありがとうございます。

利用証明書
, 1
' 1 一

ゴ諺

ご利用あ りがとうございます。

利用 証明書

グ青
NExrn

V
‘’ 一…NEx辰D !

中日本

中日窓
| ｜

i 料金所(自） 島田金谷
| ｜ 料金所(至） 三ヶ日

1 23年7月31日18時10分 I

料金所(自） 三ヶ日

料金所(至） 静岡

23年7月29日15時41分

割引前料金 ￥2， 580－

割引△ ￥770－

通行料金 ￥1， 810－
通行料金 ¥1, 840－ i

i (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車菰 1

1 取扱番号
! AO4307-313030-012818

l ※通行料金は消費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サーピ 1
ｽで印字されたものです。

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

取扱番号

!AO8307-298087-396423

※通行料金は消費税率10%対象です。
！ ※本利用証明書はETC利用照会サービ

スで印字されたものです。

019

’

（株)特種東海フオレスト
静岡県島田市金谷東1-753-1

Tel : 0547g46="17 ”術｜田内浩之

2023年7月30日 14:21
西田 034591

宿泊02 11,000
1 夕食 2,000

2点 01,000
弁当 ※ 2,000 "I""/･軸"艫"7”
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様式第2号

I

県外調査概要書

令和5年8月9日

会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之

目 的 リニア残土処理・南アルプス活性化調査

年月 日 令和5年7月30日～令和5年7月31日

場 所 南アルプス椹島

内 容

行程1
1

7月30日静岡市街→南アルプス椹島

7月31日南アルフ･ス椹島→南アルプス悪沢岳→鷲津

2応対者

①南ｱﾙプｽみらい財団＝専務理事･垂務課長
②十山株式会社鈴木康平取締役

3聴取内容

①南アルプスは海底が隆起してできた｡藤島沢の土捨場｡JRは重金属混入の土砂

を捨てる予定だが、土砂崩れで砒素とセレンが川に流れ込む可能性。中和する

プラントがあればいいが。なおかつ盛り土条例にひっかかる。

財団の2000.万の運営費は県から。保全と活用が中心事業。特に活用は県では

やりづらいので存在意義がある。担当が変わらないのは強み｡

が創業者｡水力と木材を合わせた事業が製紙業｡2万4000ヘクター

ルの森林を所有。プラザ合意により林業の競争力が低下。昭和57年で林業は

停止。それ以降は山のロッジ経営等。 リニア事業で会社は棚ぼた利益。 日本の

ミネラルウォーターは消毒する。最初はミネラルウォーター事業を目指したが

利益が見込めずウイスキー事業を目指す。ダルを作るミズナラが豊富。お金を

10年寝かせるので参入障壁が高い。サントリーの社員が顧問。鹿児島のほんぼ

う酒造さんがバックアップ。 3年で出荷。来年出荷。 11億の投資で19年間で

回収。 5人のメンバーでウイスキーづくり。社内公募でメンバー決定。

4 県政への反映

代表質問への反映。



様式第1－1号
クーノ／Jf整理番号

／

；/§ 議員氏堰

棺ⅢV雲今額(R) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

経費項目 調査職費.研修費広聴広報費雷鱗情鶚鱸.会議費.資剛鍼費･鯵･事務費翰歸讃･人件費

内 容 新聞購読料7月分

年月 日 令和5年7月 1日～令和5年7月 31日 金額 3,300 円

目的
不堅一 『I: ロラ可1日声Wｰl訶う ・ごl同十保.…

使途
J ノゴ:刀 同が'四羽1 1月｣凡丹印山ﾉl可

関連性

ジ丙以寺Uノl目羊Ⅸ謹J1入乗し、 J1J4匙、・屋1口』vン窒舜"つIｰう ．‐

く頑乢X書貼1羽竿’ン

| 領収証

|覇嶬鰯.詞』篭"｡ ＝田内浩之 様
｜ ※は軽減税率対象です 一画一一一一=一一一一一一一一一口－

l お支払いに便利な口座振替やクレジットカード決済もこさいます。

湖西新聞販売 一

騨奉“ “…“‘ 湖西市鷲津2489－1

1 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾉﾚ 0120-49-4

ご購読ありがとうございます｡本証はご保存下さい｡金額その他を訂正したものは無効です｡

※静岡新間

10%対象 0
8%対象 3,300 ;鑓｡.(内

(内

領Ⅱ又全智貝 （言>自負祝ノ

3,300
円

2023
年

07
月分

領収致しました。

年 月 日

係

3,300円

／

100% 3,300円



、

様式第1－1号

〃

／

”

一寺一一一

経費項目 誰研究費･"確費･広職酵蹟･雰諏情報鱸･会議費･資料ｲ愉蹟.癌事務費･蒻緬費･人件費

内 容 新聞購読料7月分

年月 日 令和5年7月 1日～令和5年．7月 31日 金額 4,800 円

目的
八 ・1. 1云1同宝WｰI麺フ ・J1同十1入…

使途
J ,局刀． 口1笙洞Ⅱ副只得印ErT

昼qヵ1口割

県政との

関連性

”I盲…ずv〆1日十lx己…不し、～l、、墨FHJ苧〆＝ザqーノ四

く領収書貼付枠＞

…5267

田内浩之様I

『…雨爾諏爾雨声

領収証
2023年7 月分

ご･愛読あI)力Iとうございます｡

_L記金籾正に領Iいたしました［

合計金緬にはii抽悦が含まれています．

縛
電話<053)576－()359
FAX(053)576－4154

銘 柄 部数 金 額 合計金額

4,800 円
日経新聞朝刊 ． ※

※軽減税率対象

1 4，800

案分の理由

全て政務活動にかかる

もの

領収書金額(a)

4,800円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,800円



様式第1－1号

／

秘 呂・議員氏采

華理番号 ｜ クーー／3

経費項目 調査研究費･研修費･広聴癖費･霧諏儲諦擴･会議費･資ドH乍成費管睡3．事務費･謡銅費人件費

内 容 新聞購読料7月分

年月 日 令和5年7月 1日～令和5年7月 31日 金額 3,300 円

目的
■ 司〆ー ■_ー■ ﾛマーマー ロター■ 一 ■ Bー ■ F ご 夕

【

「

使途

I

1

政務活動.

県政との

関連性

不与寸v〆』同十lx~凸…し、~冠、星IHJv〆＝"F可1，－7 ．ジ

､､､E只州入言只口~1,｣1冨十‘"′

267

田内浩之様

墜i笠一」

領収証
2023

年
７

月分

こ‘蒜虎あ11がとうごさ'います，
上記赫柾にmlRいたしました．
合計金値には消Y'脱が含まれています｡

T5080402009214

中日新聞;ド

㈲兼子
湖西市

電話<O
FAX(0

古
７
７

５
５

秒
剛

５
５

９
４

５
５

３
１

０
４

６
６

銘 柄 部数 金 額 合計金額

3,300
円

中日新聞朝刊 ※

軽減税率対象

1 3，300

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

n月 '又…(aノ

3,300円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,300円



様式第 1．－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ･田内浩之

／

7AJ/
／=)ノ

月分】 ）【 7

;噸撫減

整理番号 7－／学

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踞誰C=B一A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×君ﾃ蝿& (km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×君ﾃ胤灘(皿）／総走行距離（上記C) (km)

領収書金額（円） ×充当限度割合

君ﾃ""f(km) 積算方法，※ 充当額（円）

βｸ妹勿 /3 円× 占汚km/ km /-ﾕ、ノケク

く支払証明>上記のとおり支払った(充当した)ことを証明しますb 議員氏名 田内浩之

案分の理由 領収書金額(a)

円

朱刀李(Dノ

／

政務活動費支出額(axb)

円



月 日 内 容 行 程 君了跿雛0Kd

7,弓"B ﾉ潅茄ｱｳ5汐所：…池 ﾉ方丙 狸

お日 ﾉかｳ4カ所雲耐応池 市浦 釘

評日 県庁とアグング ﾉ鐸~銅 Z"

25日 呉序とアグング 鋼へ?鐸 Z"

お日 霊簔毒ヘノ方内妻ウ /市浦 ､諺

勿日 認昌序 ﾉ零へ-銅 no

勿日 銅方湛皇グニア視雰 識ﾂ澁~…ぞ 〃

五日 銅罐皇グニフ癖 銅謁f声‐?鐸
両
匪

イ
Ｊ
４

I

合計 675



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）弘

語建白 :号

経費項目 譲職費･'修費唖函･雲諦鱸諦鱸･会議費･資料I賊費･酔朧入費･菖諮費･謁瀞漬･人{牛費

内 容 浜松エフエム放送番組料金令和5年7月分

年月 日 2023年7月1日～2023年7月31日 金額 35,220円

目的
政務活動報告

使途
浜松エフエム放送番組料金

政務活動．

県政との

関連性

県政の報告

〆

35,000 (番組料金)+220(振込手数料)=35,220

別紙あり請求書

日

匪 牽壁洲誹＝
毎度ご利用いただきありがとうございます

/Q鼠鴬浜松いわた信用金庫
】
〔
ｕ
ザ

一
一
弱

璽
一
戸
、

砿

一

，
》
ｌ
圭

凸
Ｆ
〔
〕

画
ｑ
上

置
“１

－
（
Ｕ

垂
－
３

理
（
Ｕ

則
」
一
㈲

芦
“
■
Ⅱ

■
句
Ｉ

喝

二

、

Ⅱ

日
一

扱
叩

取
一

お
属

壺
、

燕砺WF扇癖F癖濡
お取‘引内容』KFI潅諏錘､,蜀騏！

振込 肱＊＊＊＊＊＊

｜
僻

０２２￥ｊ
｜
、

科
一
刻

数
一
一

手
一
時

ページ 応宙

おつり

後残画劃 塁.畠…

＊＊**＊ ＊
’

￥ 52

＊
一
ｎ
Ｕ

￥300

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

35,220円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出 "a×b)

35ｹ220円



〒431-0431

静岡県湖西市鷲津5267 1階東側 主
月

ニ
ニ
ロ 求書

2023年7月31日

No. 22866

静岡県議会議員田内浩之 様

Hgro!加

駕
浜

〒

静(瞳）
TEL:053-458-8600 FAX:053-458-8611

登録番号･ 胃~｢6080401004009

2023年7月度

期間2023/07/01～2023/07/31

上記の通りご請求申し上げます。

なお弊社の取引銀行は次の通りです。 浜松磐田信用金庫本店営業部 No.0698431

三井住友銀行 浜松支店 No.7024266

今回請求額

￥35,000

前回請求額 入金額 繰越額 売上額 消費税額等

35,000 35,000 0 31,818 3,182

善 日 r錨玄、 請求金額 備考

番組料金 （10.0%） 31，818
【KENGIDENight!】

小 計 31,818

消費税等 （10.0%） 3,182

合 計 ¥35,000



1470－3－33－1 2023年7月31日

(K 1326 ）

タイム放送確認書

鬮謝roI76,広告主 静岡県議会議員田内浩之 様

2023年7月度 期間2022023/07/01～2023/07/31

貴社お申し込みの放送は、下記の通り放送致しましたのでご通知申し上げます。

番組名 【KENGIDENight!】

放送日

日 曜日 放送時刻 CM秒数
ﾀｲﾑﾗﾝｸ

区分 広告商品およびCM素材の内容
03 月 19:30－20:00 1800,’ A

放送件:数： 1件

1菌寺



様式第1－1号

－ﾗ~=7z3

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）％

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

政務活動と私用で案分 ’ ｜ ／

9,291円 4,645円

幸＝ 号

経費項目 司箔形讃･研修費q広聴癖費･要綱譜活鍍 ･会議費･群H鰔費･鮮陶費･翰蕊溺潰･人件費

内 容 携帯琴舌代7月分

年月 日 『年3月〃日～ 3－年ク月／〃日 金額 4,645 円

目的

使途
”ザ「p雫ﾛ河口1町

堅4万1口割ロ

県政との

関連性

、､1RIIX言貝白1､｣ｲ千〃

D5-8-7 9,291ｿ7M､､ｺﾜNB(SNF

50％



I
9日ごォ11附分お＝

I

’

’

１
１
１

「

ｿﾌﾄパﾝｸ嫌式翻獺晶鱈驫区爾里圖瀧 次
回
料
金
口
座
振
曹

の
お
知
ら
せ

三
呂
吊
言
官
ョ
賀
言
言
邑

ご購求先番号(BILLINGNUMBER)

ご請求額(TotalAmountDue)
振宮日 (DateforTransfer)

今融機関名(Financial lnsIilulion)

支店名 (Branch)

口座種目･番号(AccountNumber)

ソフトバンクご利用料金、庫振替今額のお知らせ
(NOTICEOFSOFTBANKCHARGESFORBANKTRANSFER)

日頃|まソフトノ(ﾝクをご矛l開いただ言諏にありがとう‘ございます置

ThankyouverymuchiorusingSOFTBANKservise. 右配の電話料金等をこ指定の口
座から振苣させていただきます々
振酉日の前日;kで|こご指定の口座
にご入金ください」

預金残高不足等で浪琶て壹恕か
つた場合は延滞利息がかかるこ
とや、こ利用が停止と芯ること
かあります“

Theamountwillbehansfer『ed

IIOmyourBccount
PIeaseensurelhal therEa『e
sufiicienlIUndsinvouraccounl
onIhedUedate.〃

YoLlwi ll becharqedInle『e副
prselvicemaybgsLIspended
if Ihe amount cannoI be

deduclediromyouraccounl.

前
月
ご
請
求
金
額

の
お
知
ら
せ

（
三
。
弓
の
一
二
吉
三
宮
や
一
一
口
こ
い
ロ
』
｝
ヨ
昌
一
）

ご利用月 (Monlhoi issuej 20 2 3IIf 6ﾉ1分

ご鵠求頷(TOtalamountduei l3､ 508円
(内消費税等 758円）

引落し予定日 2 023115 7jl 6 I I

(Daterortransier)

振替結果は通帳の記戴等でこ確醜下さいますようお願い致L,まず』

Pleasechecktheresultolbanklransieronyourbankbook.

H－O7G1AN21510028342＃

電話番号(お客さま番号釜）
手激1手数料

｜
一

科 垂 門 訴

請求省発行手数料

“
ご契約期間 9年 5ヶ月 * *

基本プﾗﾝ(音声） ［ 6月1 1日~ 7月1 0日］
通話料基本ブ ラン(音声）

割引家族笹l1引(9, 5 40円× 100%)

月棚料定額オプション十
加料定額ｵプｼｮﾝ+ 111!料通話分

料定額ｵブｼｮﾝ+ 1IK料通話分(SMS)

定額料データプランメリハリ無制限
割引おうち背l1 光ｾｯﾄ

割引新みんな家族割

通信料データ通信@O円 113 265Pkt

5＋
ロI

通信料データ通信(4G LTE/5G)@0円 221007 412Pkt
(通信量合計 221 120677Pkt [26. 3 6GB] )

通信料メール(SMS)

通信料ﾒｰﾙ(SMS) (YM/他社宛）

月額料ｿﾌﾄパﾝｸWi-Fiｽボｯﾄ (i)
料ソフトパンクWi-Fiｽポｯﾄ (i)抓料特典(467円× 10 0%)

その他ﾕﾆパｰｻﾙｻｰピｽ料

その他電話ﾘﾚｰｻービス料

M我 ご契約電話番号

分削l1支払金/1l1

* ＊ 計
計
小計

課税対象額計

課税対象10％

消費税等計

消費税等10%

課税対象外計●

ご請求金額

税込金訓計 10%

課税対象外計

、 F鼎全 夏日 f四1
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０
０
０
０
０
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ｵ儲I又分

％
閉
院
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隅
暁
院
隅
隅
隅
隅
慨
隅
隅
慨
暁
暁
慨
剛

雷話番号（お客さま番号等） 料 金 内 訳 内 三月 全壺「四1 税区分

お知らせ(INFORMATION)



様式第1－1号

－ﾗｰｰﾗｰﾗ訓

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・田内浩之 ）“／

政務活動を補助する事務員を雇用
目的

7月分給与
使途

政務活動・

県政との

関連性

く領侠書貼付枠＞

給与支払明細書

令和5年7月分

里竺一

け

j仏食"x〃”,偶ニク".』”

整雷 号

経費項目 調劃瀧費研修費広聴醗費雲鱗需篭臓会議費資料傾續資料購入費蘂費事緬費⑬
内 容 事務員雇用一

年月 日 令和5年7月 1日～令和5年7月 31日 金額 クク,〃”円

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

70,850円 円 70,850円 2,170円 円 2,170円 68,680円

受領印

受領日

■
8月21日

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7",〃” 円

案分畳
鄙'1、

n(Dノ

／

100％

…刀EH＝具へ閂砂屯､畦"､厚ﾉ

クク,J?" 1円




